
内

閣

府
、
財

務

省
、

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
令
第
一
号

経
済
産
業
省

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
一
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に



よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
命
令

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十

四
条
第
一
項
（
指
定
活
用
団
体
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証

明
書
は
、
別
紙
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

金
融
庁
又
は
財
務
局
若
し
く
は
福
岡
財
務
支
局
の
職
員
が
立
入
検
査
（
財
務
大
臣
の
権
限
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を

す
る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
明
書

二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
融
機
関
に
対
し
て
農
林
水
産
省
の
職
員
が
立
入
検
査
を
す

る
と
き
に
携
帯
す
べ
き
証
明
書

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
（
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


